
PAZ

UPZ

UPZの福井県内各市町の避難先

 ＵＰＺにある福井県内各市町の住民の避難先は、福井県内及び県外（兵庫県）において避難先を確
保。地域コミュニティの確保と行政支援継続の観点から、県内避難を基本とする。

 避難先の準備状況、避難先までの道路状況、気象情報等により、県内避難できない場合は、県外避
難を実施。

福井県４市町 県内避難先

敦賀市他３市町

福井県４市町
県外避難先

兵庫県三田市他１５市町
さん だ   し

つる が し
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UPZ

UPZの京都府内各市町の避難先

 ＵＰＺにある京都府内各市町の住民の避難先は、京都府内及び府外（兵庫県、徳島県）において避
難先を確保。

 避難先を京都府内又は府外のどちらかに選定する際には、避難先の準備状況、避難先までの移動
距離や時間、道路状況の他、気象庁から提供される気象情報などを考慮して選定。

なる と し

PAZ
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京都府６市町
（綾部市、南丹市、京丹波町、

福知山市、宮津市、伊根町）

府内避難先
福知山市他４市町

（同一市町内への避難を含む） 京都府４市町
（舞鶴市、綾部市、宮津市、伊根町）

府内避難先
京都市他９市町

京都府７市町

府外避難先
兵庫県神戸市他１８市町

徳島県鳴門市他２町

あやべし なんたんし きょうたんばちょう

ふくちやまし みやづし いねちょう

ふくちやまし

あやべし みやづし いねちょうまいづるし

きょうとし

こうべし

なるとし



福井県におけるUPZの学校・保育所等の防護措置

教育機関数
（機関）

児童・生徒
数（人）

保育所・
幼稚園等

２３ １，４８７

小学校 １６ ２，０４０

中学校 ５ １，１７５

高等学校 ２ １，１３２

特別支援学校 １ ８５

その他の学校 ３ ４６１

合 計 ５０ ６，３８０

ＵＰＺの教育機関数
（令和７年４月１日時点）

 福井県では、警戒事態発生時に、ＵＰＺに位置する保育所・幼稚園、小学校及び中学校等毎に校長等を本部長と
する学校災害対策本部等を設置する。

 全ての学校・保育所において学校原子力災害時避難計画を策定済であり、学校災害対策本部等は関係市町原子
力災害対策本部等の指示により警戒事態において、学校等の対応及び保護者の迎え等について保護者あてに連
絡（メール配信等）し、児童等の帰宅又は保護者への引き渡しを実施。全面緊急事態までに保護者への引き渡しを
完了する。

 引き渡しができなかった児童等は、屋内退避（校舎内）を実施する。その後、事態が悪化し、関係市町原子力災害
対策本部等から一時移転等の指示が出された場合は、職員等とともに一時移転等を行い、避難先において保護者
に引き渡す。

原子力
事業者

引き渡し

校内に災害対策本部等を設置

屋内退避指示

保護者への連絡及び引き渡しの実施

全面緊急事態までに引き渡しを完了

引き渡しができなかった児童等と職員の避難

一時移転等指示

保護者へ
引き渡し

「学校原子力災害時避難計画」
によって行動開始教育機関

保護者

避難先

全面緊急事態に事態が進展

屋内退避（校舎内）

警戒事態発生
（例 大地震（震度6弱）、大津波）

国

連絡・指示

福井県

関係市町・
教育委員会
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※ 専門学校、専修学校、高等専門学校、大学等

※



福井県におけるUPZの医療機関・社会福祉施設の避難先

 福井県では、UPZにある全ての医療機関、社会福祉施設（41施設1,513人）については、 ＰＡＺ内と同
様、施設ごとの避難計画を作成し、避難先を確保。

 何らかの事情で、あらかじめ確保した避難先施設が使用できない場合には、福井県原子力災害対
策本部が受入先を調整。

施設区分

避難元施設

施設数
入所定員

（人）

医療機関（病院・有床診療所） ７ ７１４

社会福祉
施設

介護保険施設等 １９ ５７０

障害福祉サービス事
業所等

１５ ２２９

小計 ３４ ７９９

合 計 ４１ １，５１３

避難先施設

受入施設数
受入可能人数

（人）

１２ ３，８８４

３８ ５７０

１３ ２２９

５１ ７９９

６３ ４，６８３

施設ごとの避難
計画を作成し、
避難先を確保

＜ ＵＰＺ内 ＞ ＜ ＵＰＺ外 ＞

※ 令和7年3月１日時点（医療機関は令和7年12月31日時点）

73



同居者・支援者

福井県のUPZ内における在宅の避難行動要支援者の防護措置

 関係市町は、在宅の避難行動要支援者及び同居者並びに屋内退避や避難に協力してくれる支援者に対し、防災
行政無線、広報車、ホームページ、緊急速報メールサービス、ＴＶ、ラジオ等を用いて情報提供を行い、在宅の避難
行動要支援者の屋内退避・一時移転等を実施。

 支援者の同行により、地域住民と一緒に避難できる在宅の避難行動要支援者は、一時移転等が必要となった際に
は、関係市町が準備した避難先に一時移転等を行う。なお、介護ベッド等が必要な在宅の避難行動要支援者は福
井県原子力災害対策本部において関係機関と調整し避難先を確保。

 支援者のいない者については、今後支援者を確保していく。また、支援者を確保できない場合においても、関係市
町職員、自治会、消防職員・団員等の協力により屋内退避・一時移転等ができる体制を整備。

 なお、避難行動要支援者のバス等による避難においては、身体的な負担を考慮し、避難中に休憩をとるなど健康
に配慮した避難を行う。

ＵＰＺ内 （人）

高浜町 １８３(１８３）

おおい町 ３８５(３８５）

小浜市 ８３５(８３５）

若狭町 １８１(２８）

合計 １，５８４(１，４３１）

関係市町職員
・消防団員等

連絡等

ＵＰＺ 内の在宅の避難行動要支援者数（暫定値）

協力

※  （ ）内は支援者有り
※ 令和７年4月現在

在宅避難行動
要支援者

避難先 福祉避難所※等

屋内退避

防災行政無線・広報車・ホームページ・緊急速報
メールサービス・ＴＶ・ラジオ等による情報提供

関係市町原子力災害対策本部等

一時移転等

移動

※県内指定福祉避難所数（避難対象4市町を除く）：２２２施設

たかはまちょう

ちょう

お ばま し

わか さ ちょう
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福井県のUPZ内における在宅の避難行動要支援者の防護措置



京都府におけるUPZの学校・保育所等の防護措置

ＵＰＺの教育機関数

 京都府では、警戒事態発生時に、UPZに位置する保育所・幼稚園、小学校、中学校及び高等学校等毎に校長等を
本部長とする学校原子力災害対策本部等を設置する。

 学校原子力災害対策本部等は関係市町原子力災害対策本部や関係市町教育委員会等の指示により警戒事態に
おいて、学校等の対応及び保護者の迎え等について保護者あてに連絡（メール配信等）し、児童等の帰宅又は保
護者への引き渡しを実施。全面緊急事態までに保護者への引き渡しを完了する。

 引き渡しができない児童等は、屋内退避（校舎内）を実施する。その後、事態が悪化し、関係市町原子力災害対策
本部等から一時移転等の指示が出された場合は、職員等とともに一時移転等を行い、避難先において保護者に引
き渡す。

国原子力
事業者

引き渡し

関係市町・
教育委員会

校内に災害対策本部等を設置

保護者への連絡及び引き渡しの実施

屋内退避指示

京都府

全面緊急事態までに引き渡しを完了

引き渡しができなかった児童等と職員の避難

一時移転等指示

保護者へ
引き渡し

「学校等における原子力防災マ
ニュアル」によって行動開始教育機関

保護者

警戒事態発生
（例 大地震（震度6弱）、大津波）

避難先

全面緊急事態に事態が進展

屋内退避（校舎内）

連絡・指示
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（令和７年５月１日時点）

※ 専門学校、専修学校、高等専門学校、大学等

※

教育機関数
（機関）

児童・生徒
数（人）

保育所・
幼稚園等 ４４ ２，５０７

小学校 ３０ ４，４９７

中学校 １４ ２，３６０

高等学校 ８ ２，０９１

特別支援
学校 ３ ２０４

その他の学校 ４ １，１０３

合 計 １０３ １２，７６２



京都府におけるUPZの医療機関・社会福祉施設の避難先

 京都府では、ＵＰＺにある全ての医療機関、社会福祉施設（96施設3,600人）については、国の原子力
災害対策本部から一時移転等の指示が出た場合における受入候補施設を、京都府災害時要配慮
者避難支援センターの調整により確保。

 ＵＰＺにある全ての医療機関、社会福祉施設において施設ごとの避難計画を策定済み。

施設区分 施設数
入所者数

（人）

医療機関（病院・有床診療所） １４ ８６３

社会福
祉施設

介護保険施設等 ５０ ２，２１０

障害福祉サービス
事業所等

２８ ４２５

児童養護施設等 ４ １０２

小  計 ８２ ２，７３７

合 計 ９６ ３，６００

受入候補施
設数

受入可能人
数（人）

３３ １，５４０

１４５ １，９７０

２２ ５０７

１１ １８６

１７８ ２，６６３

２１１ ４，２０３

＜ ＵＰＺ内 ＞ ＜ ＵＰＺ外 ＞

※ 社会福祉施設については同種の施設への避難が基本であるが、医療ケアが必要な約645人については医療機関へ搬送
※ 京都市他府内市町に避難先を確保

受入先調整
（京都府災害時要
配慮者避難支援

センター）
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※ 令和７年6月1日現在 ※ 令和７年6月1日現在



京都府災害時要配慮者
避難支援センター

京都府における医療機関・社会福祉施設の受入先確保のための調整スキーム

 京都府では、一時移転等の防護措置が必要になった場合、京都府原子力災害対策本部内に設置
される京都府災害時要配慮者避難支援センターが受入れに関する調整を速やかに実施。

京都府原子力災害対策本部

受入先確保のマッチングフロー

①

②

社会福祉施設医療機関 社会福祉施設医療機関

⑤

①

③

⑦

⑥ ⑥

④

避難元
受入先

※ 事態の規模、時間的な推移に応じて、早期の段階で避難等の予防的防護措置をとる場合に備えて、UPZ内の医療機関・社会福祉施設を対象に避難時の対応についての具体化・充実化を行っていく。
※ 京都市他府内市町に避難先を確保 77

⑤：センターと京都府原子力災害対策本部による移送等の避難
実施についての協議・調整

⑥：センターから受入先・避難元双方の医療機関・社会福祉施設
へ、避難方針を連絡

⑦：避難の実施

①：災害時要配慮者避難支援センターから受入先・避難元双方の医療
機関・社会福祉施設へ、災害に関する情報を提供

②：避難元医療機関・社会福祉施設からセンターへ、避難者数及び必要な
移送手段を報告

③：センターによる受入先の状況確認及びマッチングの実施

④：センターと京都府原子力災害対策本部において調整の上、必要な輸送手段を確保



京都府のUPZ内における在宅の避難行動要支援者の防護措置
 関係市町は、在宅の避難行動要支援者及び同居者並びに屋内退避や避難に協力してくれる支援者に対し、防災行政無線、

広報車、ホームページ、緊急速報メールサービス、ＴＶ、ラジオ等を用いて情報提供を行い、在宅の避難行動要支援者の屋

内退避・一時移転等を実施。

 支援者の同行により、地域住民と一緒に避難できる在宅の避難行動要支援者は、一時移転等が必要となった場合、関係市

町が準備した避難先に一時移転等を行う。なお、介護ベッド等が必要な在宅の避難行動要支援者は京都府災害時要配慮

者避難支援センターに依頼し避難先を確保。

 支援者のいない者については、今後支援者を確保していく。また、支援者を確保できない場合においても、関係市町職員、

自治会、消防職員・団員等の協力により屋内退避・一時移転等ができる体制を整備。

 なお、避難行動要支援者のバス等による避難においては、身体的な負担を考慮し、避難中に休憩をとるなど健康に配慮し

た避難を行う。

ＵＰＺ内（人） ＵＰＺ内（人）

舞鶴市 4,581（2,629）
ふく ち やま し

福知山市 19（19）

綾部市 148（6） 宮津市 1,020（403）

南丹市 658（658） 伊根町 2（2）

京丹波町 31（31） 合計 6,459（3,748）

ＵＰＺ内の在宅の避難行動要支援者数（暫定値）

※ （ ）内は支援者有り
※ 令和7年4月現在（綾部市、南丹市のみ令和7年6月現在）
※ 京都市他府内市町に避難先を確保

ま い づ る し

あや べ  し

なん たん し

きょう たん ば ちょう

い   ね ちょう

みや づ し

同居者・支援者

関係市町職員
・消防団員等

連絡等

協力在宅避難行動
要支援者

屋内退避

防災行政無線・広報車・ホームページ・緊急速報
メールサービス・ＴＶ・ラジオ等による情報提供

関係市町原子力災害対策本部等

一時移転等

移動

支援センターが手配した避難施設

避難先 福祉避難所等
78

あやべし なんたんし

きょうとし



 関係府県及び関係市町は観光客等一時滞在者に対し、警戒事態の発生で、帰宅等を呼びかける。

 自家用車等により速やかに帰宅等可能な一時滞在者は、警戒事態の段階で、自家用車等にて帰宅等を開始。

 路線バス等公共交通機関も利用できない観光客など、帰宅等に時間を要する一時滞在者については、宿泊施設等

へ移動。その後、全面緊急事態までに、公共交通機関を利用し帰宅等可能な一時滞在者は、帰宅等を実施。

 全面緊急事態の段階までに帰宅等が困難な一時滞在者は、宿泊施設等において屋内退避を実施し、その後、OIL

基準に基づく一時移転等の指示があった場合には、徒歩等により一時集合場所に集まり、関係府県及び関係市町

が確保した車両で一時移転等を実施。

UPZ内の観光客等一時滞在者の避難等

帰宅
等の
呼び
かけ

＜観光客等一時滞在者の避難の流れ＞

自
宅
等

自家用車等
自
家
用
車
等
に
よ
り

速
や
か
に
帰
宅
等
可

能
な
一
時
滞
在
者 ※

バス

一
時
集
合
場
所
に
集
合

避難
指示

宿
泊
施
設
等
へ
移
動

O
I
L
基
準
の
超
過

宿
泊
施
設
等
に
て

屋
内
退
避

全
面
緊
急
事
態

施
設
敷
地
緊
急
事
態

移
動
手
段
を
確
保
で
き
た

際
に
は
帰
宅
等
を
実
施

避
難
先

自
宅
等

公
共
交
通
機
関
を
利

用
し
帰
宅
等
を
実
施

自
宅
等

※ 避難退域時検査の実施

自家用車、観光バス
のほか、路線バス等
公共交通機関で速
やかに帰宅が可能
な一時滞在者

路線バス等公共交
通機関も利用できな
い観光客など、帰宅
等に時間を要する一
時滞在者

移
動
手
段
が
確
保
で
き

ず
帰
宅
等
に
時
間
を

要
す
る
一
時
滞
在
者

移
動
手
段
を
確
保
で
き
た

際
に
は
帰
宅
等
を
実
施

警
戒
事
態
発
生

79※ 一時滞在者は民間企業の就労者を含む（緊急事態応急対策に従事する者等を除く）。 



自然災害等（地震、津波等※1）により屋内退避が困難となる場合の基本フロー

 地震による家屋の倒壊等をはじめとする様々な理由により家屋における滞在が困難な場合には、安全確保のため市町にて開設する

近隣の指定避難所等に避難を実施。

 その後、全面緊急事態となり、屋内退避指示がでている中で余震が発生し、家屋や既に避難している近隣の指定避難所等への被害

が更に激しくなる等、屋内退避の継続が困難な場合には、人命の安全確保の観点から地震に対する避難行動を最優先することが重要。

このことから、市町にて開設するUPZの別の指定避難所等や、あらかじめ定められているUPZ外の避難先の準備が整い次第、関係自

治体の指示に従い避難を行う※２ 。

 なお、屋内退避指示中に避難を実施する際には、国及び関係府県等は、住民等の避難を安全かつ円滑に実施するため、避難経路や

避難手段、国が提供する原子力発電所の状況や緊急時モニタリングの結果、気象情報、避難所の開設タイミング等について、確認・調

整等を行う。

施設敷地緊急事態
（屋内退避準備要請）

警戒
事態 全面緊急事態（屋内退避指示）

余
震
発
生

地
震
発
生

家屋が倒壊等した場合に
は、近隣の指定避難所等

にて屋内退避

自家用車・バスによる避難

自家用車・バスによる避難

屋内退避準備

ケ
ー
ス
１

ケ
ー
ス
２

既に避難している近隣の指定
避難所等にて屋内退避

自宅にて屋内退避

ＵＰＺ外

府県内外避難先

・原子力災害時に備えあら
かじめ設定している府県内
避難先

府県内外避難先：Ｐ69参照

＜屋内退避中に余震が発生し被害が激しくなった場合＞

家屋が倒壊等した場合には、市町にて
開設する近隣の指定避難所等へ避難

※１ 大雨による土砂災害時においても基本的には同様のフローとなる。

余震発生に伴い、屋内退避の
継続が困難な状況が発生

※２ 仮に、放射性物質放出に至った場合に避難するような場合には、住民の被ばく量を可能な限り低減するため、身体に放射性物質が付着しないようにレインコート等を
着用したり、放射性物質を体内に吸い込まないようマスクをしたり、タオルやハンカチ等で口や鼻を覆う等の対策を周知。 80



暴風雪や大雪時におけるUPZの防護措置

 ＯＩＬ基準の超過により一時移転等が必要な場合であっても、暴風雪や大雪時など、気象

庁から特別警報等が発表され、外出をすることで命に危険が及ぶような場合には、天候

が回復するなど、安全が確保されるまでは、屋内退避を優先。※

 その後、天候が回復するなど、安全が確保できた場合には、一時移転等を実施。

住民等

施設敷地
緊急事態

警戒
事態

全面緊急事態

天候回復（暴風雪警報や大雪警報等の解除）

徒歩等

＜全面緊急事態で天候が回復した場合＞

バスによる避難

ＵＰＺ外

避難先屋内退避準備

一時集合
場所

自家用車等による避難

自宅等にて屋内退避

OIL基準の超過

暴風雪や大雪時など（気象庁における特別警報等の発令）

81
台風等に伴う大雨により、市町から土砂災害や洪水等に係る避難
指示等が発令された場合には、該当地域の住民は、指定緊急避難
場所等の安全が確保できる場所で屋内退避を実施。

（外出をすることで命に危険が及ぶような場合）

※ 地震による家屋の倒壊等をはじめとする様々な理由により家屋における滞在が困難な
場合には、安全確保のため市町にて開設する近隣の指定避難所等に避難を実施。



積雪量が多く直ちに避難が困難な場合の対応（UPZ） （新規）

OIL基準を超過し、暴風雪や大雪などの警報等が解除された場合であっても、避難経路の除雪が完了
し安全に一時移転等ができる環境となるまでは、屋内退避を継続する。※１

 主な避難経路の除雪が未完了の段階であっても、その他の避難経路が活用できる場合は、その他
避難経路を活用する。

 主要な幹線道路の除雪が完了し、一時移転等が可能となった時点で住民避難を開始する。なお、生
活道路の除雪が完了しなければ避難ができない場合において、道路管理者や民間事業者による除
雪が困難になった場合には、実動組織により除雪及び一時移転等の支援（P26参照）を行うが、除雪
が完了していない間には、無理な自家用車避難による立ち往生などを回避するため、当該住民はバ
ス等により一時移転等を行うこととする。※２

 社会福祉施設等の入所者についても、避難経路の除雪が完了した段階で一時移転等を開始するこ
ととする。在宅の要支援者について、支援者の介助等によっても一時移転等が困難な場合は、実動
組織（消防、自衛隊等）の支援により一時移転等を行う。

※１ 立ち往生などにより除雪活動が妨げられることがないよう、豪雪時の対応について必要な広報を行う。
屋内退避中も、生活物資の受け取りや屋根の雪下ろし等、生活の維持に最低限必要な一時的な外出は可能。フィルタベントにより放射性物質の放出が予定
されている場合等については、一時的な外出を控える旨の注意喚起を国や自治体から行う。

※２ 一時集合場所及び社会福祉施設から幹線道路までの経路について優先的に除雪するなど、バスや福祉車両による一時移転等が可能となるよう留意する。

• 屋内退避を継続 • 主な避難経路に加え、
その他の避難経路を活
用

• 無理な自家用車避難の回避、バス
避難への変更

• 在宅の要支援者で一時移転等が
困難な場合は、実動組織に支援を
依頼

除雪未完了

（警報等が解除）

除雪未完了
（一部避難経路が

通行可能）

除雪完了

（生活道路は未除雪）

OIL
基準
超過
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大雪の予報等の発表により屋内退避の継続が困難になると見込まれる場合（新規）

施設敷地
緊急事態 全面緊急事態（屋内退避指示）

徒歩等

＜全面緊急事態で大雪の予報等が発表された場合＞

バスによる避難

ＵＰＺ外
屋内退避準備

一時集
合場所

自家用車等による避難

自宅等にて
屋内退避

気象庁における大雪の予報等

屋内退避を継続

屋内退避の継続が困
難になると見込まれる

屋内退避の継続が可
能と見込まれる

 気象庁から大雪の予報等が発表され、屋内退避の継続が困難になると見込まれ、交通障害等により避難を実施することで命に危険

が及ぶ前に避難が必要であると、関係自治体等が判断した場合には、その指示に従いUPZ外へ避難を行う。

 屋内退避指示が出ている中で大雪が発生すると、物資の受け取り、人的支援、一時的な外出等が困難になることも想定される。加え

て、フィルタベントにより放射性物質の放出が予定され一時的な外出を控える旨の注意喚起がされた場合には、一時的な外出を実施

できない期間が長くなるため、屋内退避の継続が困難になると見込まれた時点で避難を行うことができる。

 屋内退避の継続が困難となった時点での避難は、天候や除雪等の状況によって、交通障害が発生し、命に危険が及ぶため、屋内退

避の継続が困難になると見込まれた時点かつ安全に避難ができる段階で避難を行うことができる。

一時的な外出は可能
一時的な外出を
控える注意喚起

大雪により一時的
な外出等が困難

大雪警報等の発表

府県内外避難先

・原子力災害時に備えあらかじめ設定している
府県内外避難先

府県内外避難先：P69参照
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感染症※1の流行下でのUPZの防護措置
 感染症の流行下において原子力災害が発生した場合、感染者や感染の疑いのある者も含め、感染拡大・予防対策を十分考慮した上で、避難や屋

内退避等の各種防護措置を行う。

 具体的には、UPZ内の住民が一時移転等を行う場合には、その過程（避難車両等）又は避難先（避難所等）などにおける感染拡大を防ぐため、感染

者とそれ以外の者との分離、人と人との距離の確保、マスクの着用、手洗いなどの手指衛生等の感染対策を実施する。

 自宅等で屋内退避を行う場合には、放射性物質による被ばくを避けることを優先して屋内退避を実施し、換気については、屋内退避の指示が出され

ている間は原則行わないこととする。また、自然災害により指定避難所等で屋内退避する場合は、密集を避け、極力分散して退避することとし、これ

が困難な場合には、市町が開設する近隣の別の指定避難所等や、あらかじめ定められているUPZ外の避難先へ避難する。

 原子力災害の発生状況、感染拡大の状況及び避難車両や避難所等の確保状況など、その時々の状況に応じて、車両や避難所を分ける、又は同じ

車両や避難所内で距離や離隔を保つなど、柔軟に対応する。

避難等の実施避難元

＜感染症（新型インフルエンザ等）の流行下での原子力災害が発生した場合（UPZ）＞

それ以外
の者

感染者
（重症者）

手
洗
い
・
消
毒
・
マ
ス
ク
の
着
用
・
一
定
の
距
離
確
保
等
の
感
染
予
防
策
を
徹
底

一
時
移
転
等
開
始

バス避難者
等の一時集
合場所等
 密 集 を 避

け、極力分
散して集合。

（例）
[感染者（軽症者等）]
・ 一時集合場所

等を経由せず、
直接避難施設
へ避難する。

[それ以外の者]
・  検温等による

体調確認を行
う。

・ 一時集合場所
等の中で分け
る。ただし、別
部屋に分けら
れない場合は、
同部屋内で十
分な間隔を確
保する。

・ 一時集合場所
等の場所を分
ける。

避難車両

 バス等で避難する際は、密集を避け、
極力分散して避難。

（例）
・ 追加車両の準備やピストン輸送等を実施する。
・ マスクを着用し、座席を十分離して着席する。

避難所等

 感染者（軽症者等）は、そ

れ以外の者とは隔離する

ため、別施設や個室等に

避難。また、密集を避け

る。

Ｕ
Ｐ
Ｚ
内
の
住
民

避難先

屋内退避
 自宅等でも、放射性物質による被

ばくを避けることを優先して屋内
退避を実施し、換気については、
屋内退避の指示が出されている
間は原則行わない。

 指定避難所等で屋内退避を実施
する場合は、密集を避け、極力分
散して退避。

（例）
[感染者（軽症者等）]

・ 別車両により、指定された避難施
設へ避難する。

[それ以外の者]
・ 検温等による体調確認を行う。
・ 施設内の別部屋に分ける。ただし、

別部屋に分けられない場合は、同
部屋内で十分な間隔を確保する。

・ 避難施設の場所を分ける。

 避難先施設では、密集を

避ける。

 バス等で避難する際は、密集を避け、
極力分散して避難。

（例）
・ 追加車両の準備やピストン輸送等を実施する。
・ マスクを着用し、座席を十分離して着席する。

避難退域時
検査場所

 密 集 を 避
け、極力分
散して検査。

（例）
・ 一時集合場

所 を 経 由 せ
ず に 直接 来
た 者 は 、 検
温 等 に よ る
体 調 確 認 を
行う。

・ 検査場所等
の 中 で 分 け
て検査する。

感染症指定医療機関等で治療

※１ 新型インフルエンザ等対策特別措置法第二条第一項に定める新型インフルエンザ等を指す。
※２ 軽症者等とは、入院治療が必要ない無症状病原体保有者及び軽症患者のこと。また、既にUPZ外のホテル等において、療養等している場合あり。
※３ 濃厚接触者、発熱者等の感染の疑いのある者、又はそれ以外の者は、可能な限りそれぞれ別々に避難（車両、避難所等）する。
※４ 避難先施設で密集が発生するおそれのある場合は、府県旅館・ホテル組合に「それ以外の者」の受入れについて協力を依頼する。

感染者
（軽症者等）

※２

※３
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 UPZで一時移転等の対象となる地域は、UPZ全域ではなく、その一部に留まることが想定される点に留意。ここで
はあえて、福井県ＵＰＺ全域において福祉車両による避難が必要な要支援者が、一時移転等を実施すると仮定し
た場合の輸送能力を確保する。

 必要となる輸送能力は、車椅子車両が38台、ストレッチャー車両が28台に対して、福井県内における保有車両数
はそれぞれ、893台と214台であり、必要台数を要請し確保。

 また、要支援者の一時移転等の際には、まずは県内で保有している福祉車両を利用して避難することを優先する
が、それでも不足するような場合には、（一社）福井県タクシー協会に所属するタクシー（789台）を活用。
（車椅子を荷台に積むことや座席のリクライニング利用などにより、福祉車両と同等の輸送が可能。）

 なお、それでも必要車両数が確保できない場合には、国の原子力災害対策本部にて福祉車両の確保にむけた調
整を行う。

車椅子車両 ストレッチャー車両 備考

在宅 ９１台 ９０台

医療機関 １６０台 １７５台

社会福祉施設 ２７３台 １２５台

合計 ５２４台※１ ３９０台※２

※１ 車椅子車両は１台あたり２名の要支援者の搬送をするこ
とを想定
※２ ストレッチャー車両は１台あたり１名の要支援者の搬送
をすることを想定

必要車両台数 ３８台 ２８台 ・ピストン輸送（１４往復）を想定

県内の福祉車両保有数 ８９３台 ２１４台
・県内における医療機関や社会福祉施設等における保有台

数の合計数（消防の保有する救急車の台数を除く）

（一社）福井県タクシー協会
に所属するタクシー会社が
保有するタクシー台数

７８９台 （令和８年２月時点）
・一般タクシーは、車椅子（大型電動車椅子を除く）を荷台に
積むことや座席のリクライニング利用や支援者の同伴により、
福祉車両と同等の輸送能力が確保可能

※ この他、関西電力㈱の保有する福祉車両（車椅子車両11台、ストレッチャー・車椅子兼用車両21台）について活用
※ 不測の事態により確保した輸送能力で対応できない場合、関係自治体の要請により実動組織（警察、消防、海上保安庁、自衛隊 ）が必要に応じ支援を実施

UPZ市町の一時移転等における福祉車両の確保（福井県）
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 ＵＰＺで一時移転等の対象となる地域は、UPZ全域ではなく、その一部に留まることが想定される点に留意。ここではあえて、
京都府ＵＰＺ全域において福祉車両による避難が必要な要支援者が、一時移転等を実施すると仮定した場合の輸送能力
を確保する。

 必要となる輸送能力は、車椅子車両が82台、ストレッチャー車両が47台に対して、京都府内における保有車両数はそれぞ
れ、148台と77台であり、必要台数を要請し確保。

 また、要支援者の一時移転等の際には、まずは府内で保有している福祉車両を利用して避難することを優先するが、それ
でも不足するような場合には、（一社）京都府タクシー協会に所属するタクシー（5,948台）を活用。

（車椅子を荷台に積むことや座席のリクライニング利用などにより、福祉車両と同等の輸送が可能。）
 なお、それでも必要車両数が確保できない場合には、国の原子力災害対策本部にて福祉車両の確保にむけた調整を行う。

車椅子車両 ストレッチャー車両 備考

在宅 ３１５台 １０７台

医療機関 １９２台 ３４４台

社会福祉施設 ６２９台 １９９台

合計 １，１３６台※１ ６５０台※２

※１ 車椅子車両は１台あたり２名の要支援者の搬送をするこ
とを想定
※２ ストレッチャー車両は１台あたり１名の要支援者の搬送
をすることを想定

必要車両台数 ８２台 ４７台 ・ピストン輸送（14往復）を想定

府内の福祉車両保有数※３ １４８台 ７７台
※３ 京都府及び府内ＵＰＺ市町における医療機関や社会

福祉施設等における保有台数の合計数（消防の保有する救
急車の台数を除く）

（一社）京都府タクシー協会
に所属するタクシー会社が
保有するタクシー台数

５，９４８台 （令和７年２月時点）
・一般タクシーは、車椅子（大型電動車椅子を除く）を荷台に
積むことや座席のリクライニング利用や支援者の同伴により、
福祉車両と同等の輸送能力が確保可能

※ この他、関西電力㈱の保有する福祉車両（車椅子車両11台、ストレッチャー・車椅子兼用車両21台）について活用
※ 不測の事態により確保した輸送能力で対応できない場合、関係自治体の要請により実動組織（警察、消防、海上保安庁、自衛隊 ）が必要に応じ支援を実施

UPZ市町の一時移転等における福祉車両の確保（京都府）
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UPZ市町の一時移転等における輸送能力の確保（福井県）

 ＵＰＺで一時移転等の対象となる地域は、ＵＰＺ全域ではなく、その一部に留まることが想定される点
に留意。福井県では県内避難先に原則自家用車により一時移転等を実施することとなるが、ここでは
あえて、福井県におけるUPZ全域が、一時移転等を実施すると仮定した場合の輸送能力を確保する。

 必要となる輸送能力は、想定対象人数約2,045人、必要車両数47台に対して、福井県内バス会社の
保有車両数は859台と必要台数を要請し確保。

 なお、県内の輸送手段では不足する場合、関西広域連合等関係機関が関西圏域の府県及び隣接府
県等の関係団体から輸送手段を調達する（詳細についてはP89参照）。

※1 福井県避難時間推計シミュレーションに基づく想定
※2 県内避難先の被災等により県外避難する一部住民については、集団で避難することを基本に、自家用車の乗り合わせやさらなるバスの確保を実施。
※ 不測の事態により確保した輸送能力で対応できない場合、関係自治体の要請により実動組織（警察、消防、海上保安庁、自衛隊 ）が必要に応じ支援を実施

合計 高浜町 おおい町 小浜市 若狭町 備考

対象人数
（想定）
（人）

ＵＰＺ内人口 40,858 2,549 7,635 27,446 3,228 R7.4.1現在

バスによる一時
移転等が必要と

なる住民
2,045 128 382 1373 162

・UPZ内人口×0.05
・住民の5％がバスによる
一時移転等が必要となると
想定※1

必要車両台数※2 47 3 9 31 4
バス1台当り45人程度の乗車
を想定

福井県内のバス会社
保有車両 859台（令和７年２月時点）

福井県内のバス会社から必要
な輸送手段を調達

関西圏域及び隣接府県
保有台数 14,776台

関西広域連合等関係機関が
関係団体から輸送手段を調達

わか さ ちょうたか はま ちょう お ばま しちょう
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UPZ市町の一時移転等における輸送能力の確保（京都府）

 UPZで一時移転等の対象となる地域は、UPZ全域ではなく、その一部に留まることが想定される点に
留意。ここではあえて、京都府におけるUPZ全域が一時移転等を実施すると仮定した場合の輸送能
力を確保する。

 必要となる輸送能力は、想定対象人数約77,894人、必要車両数1,736台に対して、京都府内バス会社
の保有車両数は2,194台と必要台数を要請し確保。

 なお、府内の輸送手段では不足する場合、関西広域連合等関係機関が関西圏域の府県及び隣接府
県等の関係団体から輸送手段を調達する（詳細についてはP89参照）。

※1 京都府避難時間推計シミュレーションに基づく想定

※ 不測の事態により確保した輸送能力で対応できない場合、関係自治体の要請により実動組織（警察、消防、海上保安庁、自衛隊 ）が必要に応じ支援を実施

合計 舞鶴市 福知山市 綾部市 宮津市 南丹市 京丹波町 伊根町 備考

対象人数
（想定）
（人）

ＵＰＺ内人口 103,856 73,898 361 7,100 15,791 3,010 2,404 1,292 R7.4.1現在

バスによる一時
移転等が必要と

なる住民
77,894 55,424 271 5,325 11,844 2,258 1,803 969

・UPZ内人口×0.75
・住民の75％がバスによる
一時移転等が必要となると
想定※1

必要車両台数 1,736 1,232 7 119 264 51 41 22
バス１台当たり45人程度の乗
車を想定

京都府内のバス会社
保有車両 2,194台（令和7年4月時点）

京都府内のバス会社から必要
な輸送手段を調達

関西圏域及び隣接府県
保有台数 14,776台

関西広域連合等関係機関が
関係団体から輸送手段を調達

まい づる し ふく ち やま し あや べ し みや づ し なん たん し きょうたんばちょう い ね ちょう
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国、関係機関による輸送能力の確保

福井県及び京都府内の輸送手段で不足する場合の輸送能力の確保については、
 関西広域連合等関係機関が関西広域連合※の構成府県及び連携県並びに隣接府県等の関係団

体から輸送手段を調達。
※平成27年12月に近畿2府8県及び関西広域連合にて「大規模広域災害時におけるバスによる緊急輸送に関する協定」を締結

 上記手段により確保した輸送手段で対応できない場合、国の原子力災害対策本部からの依頼に基
づき、国土交通省が関係団体、関係事業者に対し、協力を要請し必要な輸送能力を確保する。

※ 不測の事態により確保した輸送能力で対応できない場合、関係自治体の要請により実動組織
（警察、消防、海上保安庁、自衛隊 ）が必要に応じ支援を実施

府県名
保有台数

（台）

石川県 １，０１５

三重県 １，２６８

滋賀県 ８８８

大阪府 ５，１１２

兵庫県 ３，８１２

奈良県 ９７８

和歌山県 ６５５

鳥取県 ４５３

徳島県 ５９５

計 １４，７７６

各府県保有バス台数
【関西広域連合の協定に基づく要請フロー】

避難元府県内の輸送手段で対応困難

避難元府県は、他の府県のバス協会又はそ
の会員への協力依頼を関西広域連合に要請

関西広域連合は、速やかに府県と調整し、
応援の割り当てを定めた応援計画を作成

応援府県は、応援計画に基づき、府県バス
協会又はその会員に対し協力を要請

バス協会又はその会員による住民輸送の実施
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他の地方公共団体からの応援計画①

北陸三県災害時等の相互応援に関する協定（平成21年5月18日）
【対象】
富山県、石川県、福井県
【応援内容】
①被災地の情報収集並びに人員及び資機材の輸送等に係わるヘリコプターの派遣
②救助及び応急復旧に必要な医療職、技術職等の職員の派遣並びにボランティアの
あっせん

③食糧、飲料水及び生活必需品並びにその供給に必要な資機材の提供及びあっせん
④被災者の救出、医療、防疫及び施設の応急復旧等に必要な資機材、物資等の提供
及びあっせん

⑤避難、救援及び救助活動に必要な車両等の提供及びあっせん
⑥被災者等の一時収容のための施設の提供及びあっせん
⑦ゴミ、し尿処理等のための車両及び施設のあっせん
⑧医療機関による傷病者の受入
⑨その他要請のあった事項

福井県・奈良県災害時等の相互応援等に関する協定（平成26年6月11日）
【応援内容】
①救助及び応急復旧に必要な医療職、技術職等の職員の派遣及びボランティアの
あっせん

②食糧、飲料水及び生活必需品並びにその提供に必要な資機材の提供及びあっせん
③被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材、物資等の提供
及びあっせん

④救助及び救援活動に必要な車両等の提供及びあっせん
⑤被災者の一時収容のための施設の提供及びあっせん
⑥その他特に要請のあった事項
⑦平常時における、原子力防災に関する情報の提供、普及啓発、研修の実施等
⑧原子力災害時の避難受入れにかかる関係市との調整等の協力

福井県・石川県災害時等相互応援等に関する協定（平成26年6月11日）
【応援内容】
①広域避難に係る避難者の受け入れ調整
②原子力防災活動資機材の提供
（緊急時モニタリング資機材・原子力防災活動資機材・緊急時医療資機材）
③原子力防災関係職員の派遣
（緊急時モニタリング関係職員・緊急時医療関係職員・その他原子力災害対策関係職員）

近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協定（平成24年10月25日）
【対象】
福井県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、徳島県、
関西広域連合
【応援内容】
①職員の派遣
②食料、飲料水及び生活必需品の提供
③資機材の提供
④避難者及び傷病者の受入れ
⑤その他特に要望のあった事項

中部9県1市災害時等の応援に関する協定（平成19年7月26日）
【対象】
富山県、石川県、福井県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、
名古屋市
【応援内容】
①応援物資等の提供及びあっせん並びに人員の派遣
②避難場所等の相互使用、緊急輸送路の共同啓開等被災県市等の境界付近における
必要な措置

③被災者等の一時収容のための施設の提供
④医療機関による傷病者の受入れ
⑤その他特に要請のあった事項

福井県・岐阜県災害時等の相互応援等に関する協定（平成7年10月6日）
【応援内容】
①被災地の情報収集及び人員、資機材輸送等のためのヘリコプターの派遣
②救助及び応急復旧に必要な医療職、技術職等の職員の派遣及びボランティアの
あっせん

③食糧、飲料水及び生活必需品並びにその提供に必要な資機材の提供及びあっせん
④被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材、物資等の提供
及びあっせん

⑤救援及び救助活動に必要な車両等の提供及びあっせん
⑥被災者の一時収容のための施設の提供及びあっせん
⑦ごみ、し尿処理のための車両及び施設のあっせん
⑧その他特に要請のあった事項

 原子力災害又は地震、津波との複合災害が発生した場合、国からの支援のほか、福井県、京都府及び滋賀県に対
する関係地方公共団体からの支援策として、近隣府県や広域圏、または全国規模の応援協定が締結されている。
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他の地方公共団体からの応援計画②

全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定（令和６年１月31日）
【応援内容】
①人的支援及び斡旋
②物的支援及び斡旋
③施設又は業務の提供及び斡旋
④その他特に要請のあったもの

原子力災害時の相互応援に関する協定（平成13年1月31日）
【対象】
北海道、青森県、宮城県、福島県、茨城県、新潟県、石川県、福井県、静
岡県、京都府、島根県、愛媛県、佐賀県、鹿児島県
【応援内容】
①原子力防災資機材の提供
②職員の派遣

関西広域連合と九州地方知事会との災害時の相互応援に関する協定
（平成23年10月31日）
【対象】
関西広域連合（滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取
県、徳島県、京都市、大阪市、堺市、神戸市）、九州地方知事会（福岡県、
佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県、山口県）
【応援内容】
①職員の派遣
②食料、飲料水及び生活必需品の提供
③資機材の提供
④避難者及び傷病者の受入れ
⑤船舶等の輸送手段の確保
⑥医療支援
⑦その他被災府県が要請した措置

関西広域連合と九都県市との災害時の相互応援に関する協定（平成26年3月6日）
【対象】
関西広域連合（滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取
県、徳島県、京都市、大阪市、堺市、神戸市）、埼玉県、千葉県、東京都、
神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市、相模原市
【応援内容】
①職員の派遣
②食料、飲料水及び生活必需品の提供
③資機材の提供
④避難者及び傷病者の受入れ
⑤車両、ヘリコプター、船舶等の輸送手段の確保
⑥医療支援
⑦その他被災した構成都府県市が要請した措置

関西広域連合と中国地方知事会との災害時の相互応援に関する協定
（平成29年6月5日）
【対象】
関西広域連合（滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥
取県、徳島県、京都市、大阪市、堺市、神戸市）、中国地方知事会（鳥取
県、島根県、岡山県、広島県、山口県）
【応援内容】
①住民の避難
②被災者等の救援・救護及び災害応急・復旧対策に係る人的・物的支援
③施設若しくは業務の提供又はそれらの斡旋
④その他特に要請のあった事項

関西広域連合と四国知事会との災害時の相互応援に関する協定
（平成29年6月6日）
【対象】
関西広域連合（滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥
取県、徳島県、京都市、大阪市、堺市、神戸市）、四国知事会（徳島県、
香川県、愛媛県、高知県）
【応援内容】
①職員の派遣
②食料、飲料水及び生活必需品の提供
③資機材の提供
④避難者及び傷病者の受入れ
⑤車両、ヘリコプター、船舶等の輸送手段の確保
⑥医療支援
⑦その他被災した構成府県市が要請した措置 91



福井県におけるUPZ内の一般住民の防護措置

 国の原子力災害対策本部は、緊急時モニタリングの結果に基づき、OIL1に該当すると特定された地域及び
OIL2に該当すると特定された地域に対し一時移転等を指示。

 国の原子力災害対策本部の指示に基づき、当該地域の関係市町原子力災害対策本部等より、防災行政

無線、ホームページ、広報車、緊急速報メールサービス、ＴＶ、ラジオ等を用いて一時移転等の指示を伝達。

 当該住民は避難計画で定めている避難先へ一時移転等を実施。

 福井県では、OIL1の場合、自家用車による避難が可能な住民は自家用車により避難。それ以外の住民は、

県が確保するバス等により避難。OIL2の場合、集団で避難することを基本に、自家用車又は県が確保する

バス等により避難。

市町名 県内避難先 県外避難先

高浜町
2,549人

敦賀市

兵庫県

三田市、猪名川町
（合計2,549人）

おおい町
7,635人

敦賀市
伊丹市、川西市
（合計7,635人）

小浜市
27,446人

鯖江市、越前市

豊岡市、養父市、

朝来市、香美町、

新温泉町、姫路市、

市川町、福崎町、

神河町（合計27,446人）

若狭町
3,228人

越前町
丹波市、小野市、

加東市（合計3,228人）

＜ＵＰＺ市町の避難先＞

※ 令和7年4月1日時点

地域コミュニティの確保と行政支援継続の観点から、県内避難を基
本とする。自然災害等により県内での受入れが困難な場合は県外
に避難を実施。

※自家用車で
避難可能な者
は、自家用車
により避難

一時移転等の指示

※自家用車で避
難を行わない者は、
集合場所に集まり
バス等により避難

徒歩等

バス等

一時集合場所

一時移転等対象者

屋内退避

避難先施設

住民

お ばま し

ちょう

たか はま ちょう

わか さ ちょう

つる  が し

つる  が し

さば え し えち ぜん し

えち ぜん ちょう

さん だ し い な がわ ちょう

い たみ し かわ にし し

とよ おか し や  ぶ し

あさ ご し か み ちょう

しん おん せん ちょう ひめ じ し

いち かわ ちょう ふく さき ちょう

かみかわちょう

たん ば し お の し

か とう し

関係市町原子力災害対策本部等
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避難退域時検査場所



高浜町におけるUPZから避難先施設までの主な経路
たか はま ちょう

93

 地域毎にあらかじめ避難経路を設定。自然災害等により避難経路が使用できない場合は、他の
ルートを活用し避難を実施。

PAZ

UPZ

【広域避難先（県内避難）】
敦賀市

〈高浜地区〉

敦賀市中郷体育館、
敦賀市立中央小学校、他4か所

〈和田地区〉

敦賀市粟野スポーツセンター、他2か所

なかごう

あわ の

【広域避難先（県外避難）】
兵庫県

〈高浜地区〉

猪名川町（猪名川町生涯学習センター、他１か所）

〈和田地区〉

三田市（駒ヶ谷運動公園、他2か所）

いながわちょう

【主な避難経路①】

国道27号→小浜西ＩＣ→舞鶴若狭自動車道

→敦賀ＩＣ

県外避難

【主な代替経路】
国道27号→国道303号→国道161号→国道8号

高浜町

敦賀市

※円滑な避難を実施するため、舞鶴若狭自動車道
や国道２７号線に加え、若狭西街道や若狭梅街道
を活用したルートによる避難も状況に応じて実施。

【主な避難経路③】
国道27号→府道28号→舞鶴東ＩＣ→舞鶴若狭自動車道

【主な避難経路④】
県道16号→国道162号→府道12号→国道27号→国道9号→国道173号
※その他代替経路として、国道３０３号、府道・県道１号等を設定 93

【主な避難経路②】
国道27号

つるがし

つるがし

つるがし

おばまにし まいづるわかさ

つるが

まいづるひがし まいづるわかさ

たかはま

わだ

さんだし こまがたに

まいづるわかさ

わかさうめわかさにし

いながわちょう



おおい町におけるUPZから避難先施設までの主な経路

 地域毎にあらかじめ避難経路を設定。自然災害等により避難経路が使用できない場合は、他のルー
トを活用し避難を実施。

PAZ

UPZ

県外避難

敦賀市

【主な避難経路①】
国道27号→小浜西ＩＣ→舞鶴若狭自動車道
→敦賀ＩＣ

【主な代替経路】
国道27号→国道303号→国道161号→国道8号

【広域避難先（県外避難）】

兵庫県

〈大島地区〉

川西市（桜が丘小学校、他3か所）

〈佐分利地区〉

川西市（兵庫県立川西明峰高等学校、他6か所）

〈名田庄地区〉

伊丹市（伊丹市立鴻池小学校、他13か所）

〈本郷地区〉

伊丹市（伊丹市立昆陽里小学校、他8か所）

川西市（兵庫県立川西緑台高等学校、他7か所）

こうのいけ

こやのさと

【広域避難先（県内避難）】

敦賀市

〈大島地区〉

敦賀市立粟野中学校

〈佐分利地区〉

敦賀市立敦賀西小学校、他２か所

〈名田庄地区〉

敦賀市東浦体育館、他７か所

〈本郷地区〉

敦賀市立粟野小学校、他７か所

あわ の

あわ の

【主な避難経路③】
府道・県道１号→大飯高浜ＩＣ→舞鶴若狭自動車道

【主な避難経路④】
県道16号→国道162号→府道12号→国道27号→国道9号→国道173号
※その他代替経路として、国道303号、府道・県道１号（一般道のみを使用する経路）等を設定

さ ぶ り

な た しょう

さ ぶ り

な た しょう

ちょう

おおい町
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【主な避難経路②】
国道27号

※円滑な避難を実施するため、舞鶴若狭自動車道
や国道27号線に加え、若狭西街道や若狭梅街道を
活用したルートによる避難も状況に応じて実施。

つるがし

つるがし

つるがし

つるがし ひがしうら

つるがし

つるがにし

おおしま

つるが

まいづるわかさおばまにし

まいづるわかさ

おおしま

かわにしし

かわにしし かわにしめいほう

いたみし

いたみし

かわにしし

ほんごう

かわにしみどりだい

まいづるわかさ

わかさにし わかさうめ

おおいたかはま

いたみし

いたみし

ほんごう



小浜市におけるUPZから避難先施設までの主な経路
お ばま し

95

UPZ

PAZ

 地域毎にあらかじめ避難経路を設定。自然災害等により避難経路が使用できない場合は、他の
ルートを活用し避難を実施。

【主な避難経路②】
国道27号→敦賀ＩＣ→北陸自動車道→武生ＩＣ・
鯖江ＩＣ

【主な避難経路①】

小浜ＩＣ→舞鶴若狭自動車道→北陸自動車道
→武生ＩＣ・鯖江ＩＣ

【広域避難先（県内避難）】

越前市、鯖江市
〈小浜、雲浜、西津、内外海、国富、松永、口名田地区〉

越前市立武生東小学校、他30か所、

〈宮川、遠敷、今富、中名田、加斗地区〉

鯖江市立河和田小学校、他13か所

えちぜん さば え

県外避難

越前市

鯖江市

※円滑な避難を実施するため、舞鶴若狭自動車道や国道27号線に
加え、若狭梅街道を活用したルートによる避難も状況に応じて実施。

ひめ じ し

あさ ご  し

とよおか し

ふく さきちょう

かみかわちょう かんざき

や  ぶ  し

しん おん せん ちょう

【主な避難経路③】
国道162号→府道12号→国道27号→国道9号
→福知山ＩＣ→舞鶴若狭自動車道
※その他代替経路として、国道303号等を設定

うち と み

おにゅう

いちかわちょう

たけ ふ ひがし

うち と み

お にゅう

さば え

【主な代替経路】
国道27号→国道303号→国道161号→国道8号
→敦賀ＩＣ→北陸自動車道→武生ＩＣ・鯖江ＩＣ

小浜市
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【広域避難先（県外避難）】

兵庫県

〈小浜、雲浜、西津、内外海、国富、宮川、今富地区〉

姫路市（姫路市立姫路球場、他37か所）

〈松永地区〉

朝来市（朝来市和田山体育センター、他4か所）

〈遠敷地区〉

豊岡市（豊岡市立総合体育館、他12か所）

〈口名田地区〉

市川町（市川町スポーツセンター体育館、他2か所）

福崎町（コミュニティセンターサルビア会館、他4か所）

神河町（神河町立神崎小学校、他1か所）

〈中名田地区〉

養父市（養父市関宮農林漁業者等健康増進施設、他8か所）

〈加斗地区〉

新温泉町（新温泉町健康公園体育館、他1か所）

香美町（香美町立射添体育館、他3か所）
か み ちょう い そう

おばま

おばま

まいづるわかさ

わかさうめ

まいづるわかさふくちやま

つるが ほくりく さばえたけふ

ほくりく たけふ

さばえ

さばえたけふ

ほくりくまいづるわかさおばま
にしづうんはん

うんはん にしづ うち と み

えちぜんし

まつながこくふ

こくふ みやがわ

まつなが

ひめじし ひめじ

くちなた

みやがわ

いまとみ

いまとみ かどなかなた

かわだ

あさごし わだやま

お にゅう

とよおかし とよおかし

くちなた

いちかわちょう いちかわちょう

ふくさきちょう

かみかわちょう かんざき

なかなた

かど

やぶし せきのみや

しんおんせんちょう

つるが

ひめじし

あさごし

かみかわちょう

やぶし

しんおんせんちょう

か み ちょう



若狭町におけるUPZから避難先施設までの主な経路
わか  さ ちょう

PAZ

UPZ

【広域避難先（県内避難）】

越前町
〈西田地区〉

越前町織田健康福祉センター、他2か所
〈三宅地区〉

越前町営越前体育館、 他5か所
〈野木地区〉

越前町立旧城崎小学校 他5か所

【広域避難先（県外避難）】
兵庫県

〈西田地区〉

丹波市（氷上住民センター、他2か所）
〈三宅地区〉

加東市（加東市滝野総合公園体育館）
小野市（小野市立コミュニティセンター下東条、他1か所）

〈野木地区〉
小野市（小野市伝統産業会館、他3か所）

 地域毎にあらかじめ避難経路を設定。自然災害等により避難経路が使用できない場合は、他の
ルートを活用し避難を実施。

UPZ

若狭町

越前町

たん ば し

か    とう      し

えちぜんちょう

【主な避難経路③】
国道303号→国道161号→名神高速道路→中国自動車道
※その他代替経路として、国道162号等を設定

県外避難

【主な避難経路①】
県道216号→舞鶴若狭自動車道→北陸
自動車道→武生IC

【主な避難経路②】
国道27号→国道8号→国道305号

【主な代替経路】
国道303号→国道161号→国道8号→
敦賀IC →北陸自動車道→武生IC
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にした

おだ

みやけ

えちぜんちょう えちぜん

えちぜんちょう

のぎ

のぎ

にした

みやけ

おのし

おのし しもとうじょう

ひかみ

たきの

まいづるわかさ ほくりく

たけふ

ほくりく たけふつるが

ちゅうごくめいしん

えちぜんちょう

しろさき

か    とう      し

おのし

おのし



福井県におけるUPZから県外避難先施設までの広域避難経路

舞鶴東ＩC もしくは大飯高浜IC
→舞鶴若狭自動車道

国道162号→府道12号
→国道27号→国道9号
→国道173号

豊岡市・朝来市・

養父市・新温泉町・

香美町

川西市・伊丹市・三田市

猪名川町

UPZ

PAZ

丹波の森公苑

三木総合防災公園

とよ おか し あさ ご し

や ぶ し しん おん せん ちょう

か み ちょう

かわ にし し い たみ し さん だ し

い な がわ ちょう

姫路市・市川町・福崎町・神河町・

加東市・丹波市・小野市

ひめ じ し いち かわ ちょう ふく さき ちょう かみかわちょう

か とう し たん ば し お の し

 福井県は、県内避難が基本であり、県外避難先への経路設定は、災害状況等に応じ柔軟に対応。
 県外避難先への経路について、想定される経路を記載。

国道303号→国道161号→名神高速
→中国自動車道→山陽自動車道
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小浜IC・小浜西IC→舞鶴若狭自動車道

→中国自動車道（→山陽自動車道）

又は

国道162号→府道12号→国道27号→国
道9号→福知山ＩＣ→舞鶴若狭自動車道
→中国自動車道（→山陽自動車道）

かすが

小浜IC・小浜西IC→舞鶴若狭自動車

道→春日IC →北近畿豊岡自動車道

又は

国道162号→府道12号→国道27号→
国道9号→福知山ＩＣ→舞鶴若狭自動
車道→春日IC →北近畿豊岡自動車道

まいづるわかさ

きたきんきとよおか

まいづるわかさ

めいしん

ちゅうごく さんよう

ふくちやま

ちゅうごく さんよう

みき

まいづるわかさ

まいづるひがし おおいたかはま

自家用車で県外避難を実施する際に
は、「車両一時保管場所※」に立ち寄り
自家用車からバスに乗り換えてから避
難先へ向かう。

※自家用車からバスへの乗換、避難先施設へ
の振分け等の機能を担う場所として、災害の状
況に応じ、柔軟に対応できるよう複数の候補地
をあらかじめ準備。

は車両一時保管場所候補地を示す

コウノトリ但馬空港
たじま

おばま おばまにし まいづるわかさ

かすが きた きん き とよおか

まいづるわかさ

ちゅうごく

おばま おばまにし

さんよう



自然災害により孤立した場合の対応（福井県）

 UPZでは、全面緊急事態となった場合、屋内退避を行う。その後、住民避難等の指示が出た場合には、一時移転等を実施。
 UPZの半島部において、自然災害の発生により住民が孤立した場合には、臨時ヘリポート（夜間対応可）や漁港を活用し、空

路や海路による避難を実施。また、空路や海路での避難体制が整うまで放射線防護対策施設を含む屋内退避施設にて屋内
退避を実施し、避難体制が十分に整った段階で一時移転等を実施。

 UPZの中山間地域においても、集落へのアクセス道が寸断され、住民が孤立化した場合には、臨時ヘリポート（夜間対応可）
を活用し、空路による避難を実施。

 また、道路管理者等は、孤立した地区の避難路を優先して、迅速かつ的確な道路啓開、仮設等の応急復旧を行い､早期の道
路交通の確保に努める。

半島部 該当地区名 整備場所

大島半島 おおい町大島地区
大島漁港（はまかぜ交流セ
ンター西側）

内外海半島 小浜市内外海地区 泊区内場外離着陸場

常神半島 若狭町西浦地区 常神漁港駐車場

中山間地域 該当集落名 整備場所

おおい町名田庄地区 槇谷、虫鹿野、虫谷、木谷、堂本 名田庄中学校グラウンド

小浜市口名田地区 西相生、奥田縄、須縄 口名田小学校グラウンド

小浜市遠敷地区 上根来、下根来 旧遠敷小学校グラウンド

若狭町熊川地区 河内 旧熊川小学校グラウンド

うち と み

つね がみ にしうら

な   た しょう まきだに むし が の むしだに  き だに どう  もと

くち  な   た にし  あい おい  おく だ の す の

おにゅう かみねごり   しもねごり

くまがわ こ う ち

＜ＵＰＺ半島部における臨時ヘリポート整備場所＞ ＜ＵＰＺ中山間地域における臨時ヘリポート整備場所＞

おおしま おおしま

うち と み

おおしま

とまり

つねがみ

な  たしょう

くち な  た

おにゅう

くまがわ
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おおい町

名田庄地区

※ 不測の事態により確保した輸送能力で対応できない場合など、関係自治体

の要請により実動組織（警察、消防、海上保安庁、自衛隊 ）が必要に応じ支援を実施。

※ 利用する港については、被災状況等を考慮し選定

Ｈ

常神漁港駐車場
若狭町みさき漁村体験施設

「みさきち」

放射線防護対策施設
（収容可能者数：約100人）

屋内退避施設
（収容可能者数：約400人）

若狭三方漁業協同組合

屋内退避施設
（収容可能者数：約220人）

常神漁港

小川漁港

遊子漁港

半島部（例） 若狭町常神半島

中山間地域（例） おおい町名田庄地区

堂本

槇谷

虫鹿野

木谷

虫谷

Ｈ

名田庄小学校
屋内退避施設

（収容可能者数：約1,410人）
わかさ   みかた

ゆうし

わかさちょう

名田庄中学校
グラウンド

つね がみ

な た  しょう

里山文化交流センター
屋内退避施設

（収容可能者数：約1,054人）

さとやま

名田庄中学校

屋内退避施設
（収容可能者数：約770人）

なたしょう

なたしょう

なたしょう

あっとほーむいきいき館

屋内退避施設
（収容可能者数：約270人）

ちょう

ちょう

おばまし

わかさちょう 

わかさちょう 

おばまし

ちょう

わかさちょう

つねかみ

つねかみ

おがわ

：放射線防護対策施設（収容可能者数）

Ｈ ：ヘリポート適地等

：漁港

：放射線防護対策施設以外の屋内退避
施設（収容可能者数）

＜凡例＞

ちょう

なたしょう

どう  もと

まきだに

むしがの

き だに

むしだに

おばまし



京都府におけるUPZ内の一般住民の防護措置

 国の原子力災害対策本部は、緊急時モニタリングの結果に基づき、OIL１に該当すると特定された地

域及びOIL２に該当すると特定された地域に対し一時移転等を指示。

 国の原子力災害対策本部の指示に基づき、当該地域の関係市町原子力災害対策本部等より、防災

行政無線、広報車、緊急速報メールサービス、ＴＶ、ラジオ等を用いて一時移転等の指示を伝達。

 当該住民は避難計画で定めている避難先へ一時移転等を実施。

 京都府では、渋滞抑制の観点から、原則バスによる移動を実施。

＜ＵＰＺ市町の避難先＞

※ 令和７年4月1日時点

市町名 府内避難先 府外避難先

舞鶴市
73,898人

京都市、宇治市、城陽市、
 向日市

兵庫県
神戸市、尼崎市、 西宮市、淡路市

（合計59,657人）

徳島県
鳴門市、松茂町、北島町

（合計14,674人）

綾部市
7,100人

福知山市、亀岡市

兵庫県

相生市、赤穂市、宍粟市、たつの市、
太子町、佐用町

（合計7,100人）

南丹市
3,010人

南丹市内
洲本市、南あわじ市

（合計3,010人）

京丹波町
2,404人

京丹波町内
芦屋市

（合計2,404人）

福知山市
361人

福知山市内
上郡町

（合計361人）

宮津市
15,791人

福知山市、京丹後市、与謝野町、
長岡京市、八幡市、京田辺市、
木津川市

明石市、加古川市、高砂市
（合計15,791人）

伊根町
1,292人

京丹後市、精華町
稲美町、播磨町

（合計1,292人）

関係市町原子力災害対策本部等

屋内退避

一時移転等対象者

徒歩等

バス等

避難先施設

一時集合場所

住民

まい づる し

あや べ し

なん たん し

きょうたんば ちょう

ふく ち やま し

みや づ し

い ね ちょう

一時移転等の指示
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避難退域時検査場所

※バス等による移動

きょうとし

かめおかしふくちやまし

なんたんし

じょうようし

せいかちょうきょうたんごし

うじし

ふく ち やま し

きょうたんば ちょう

きょうたんごしふく ち やま し よさのちょう

ながおかきょうし やわたし きょうたなべし

きづがわし

こうべし あまがさきし にしのみやし あわじし

なるとし まつしげちょう きたじまちょう

あいおいし あこうし しそうし

たいしちょう さようちょう

すもとし みなみ

あしやし

かみごおりちょう

あかしし かこがわし たかさごし

はりまちょういなみちょう



三段池公園

長田野公園体育館

UPZPAZ

丹波自然運動公園

鳴門市

北島町
松茂町

舞鶴市

まい づる        し

舞鶴市におけるUPZから避難先施設までの主な経路

【凡例】
京都府が準備する避難
退域時検査場所候補地

【主な府外経路②（鳴門市、松茂町、北島町）】

府道28号→舞鶴東IC→舞鶴若狭自動車道→吉川JCT→中国自動車道
→神戸三田IC→六甲北有料道路→神戸北IC→山陽自動車道

→神戸西IC→神戸淡路鳴門自動車道→鳴門北IC

【主な府外避難経路① （神戸市、尼崎市、西宮市、淡路市） 】
国道27号→府道28号→舞鶴東IC →舞鶴若狭自動車道→吉川JCT 

→中国自動車道→（神戸市：神戸三田ＩＣ→六甲北有料道路、尼崎市・

西宮市：宝塚ＩＣ→県道42号線、淡路市：神戸三田ＩＣ→六甲北有料道路

→神戸北IC→山陽自動車道→神戸西IC→神戸淡路鳴門自動車道→淡路ＩＣ）

【広域避難先(府内避難）】

京都市・宇治市・城陽市・向日市

＜志楽、朝来、大浦、新舞鶴、三笠、倉梯、

倉梯第二、与保呂、中舞鶴、余内、明倫＞

 京都市（京都市東山青少年活動セン
ター、他115か所）

＜池内、中筋、由良川＞

 宇治市（伊勢田小学校、他37か所）

＜高野、福井＞

 城陽市（寺田南小学校、他23か所）

＜吉原、岡田＞

 向日市（勝山中学校、他8か所）
※避難元地区はいずれも小学校区表記

し らく あせ く くら はし

くら はし あまうち

【主な避難経路】

国道２７号→舞鶴西ＩＣ→舞鶴若狭自動車道
→綾部ＪＣＴ→京都縦貫自動車道

→京丹波みずほＩＣ→国道１７３号→国道９号
→丹波ＩＣ→京都縦貫自動車道→沓掛ＩＣ

 地域毎にあらかじめ避難経路を設定。自然災害等により避難経路が使用できない場合は、他の
ルートを活用し避難を実施。

【広域避難先（府外避難）】

兵庫県

＜志楽、朝来、大浦、新舞鶴、中舞鶴、与保呂､
池内、高野＞

 神戸市（東灘体育館、他64か所）

＜余内、吉原､明倫＞

 尼崎市（竹谷小学校、他82か所）

＜中筋、池内、福井、由良川、岡田＞

 西宮市（小松小学校、他63か所）

＜高野、岡田＞

 淡路市（一宮体育センター、他5か所）

※避難元地区はいずれも小学校区表記

【広域避難先（府外避難）】
徳島県

＜倉梯＞
 鳴門市（市立大津西小学校、他33か所）

＜三笠＞

 松茂町（松茂町役場、他14か所）

＜倉梯第二＞

 北島町（北島町武道館）、他17か所）

※避難元地区はいずれも小学校区表記

し らく あせ く

あまうち

くら はし

まつしげちょう

きたじまちょう
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なるとし

おおうら しんまいづる なかまいづる よ ほ ろ

いけのうち たかの

こうべし

よしわら めいりん

あまがさきし

なかすじ いけうち ふくい ゆらがわ おかだ

にしのみやし

たかの おかだ

あわじし いちのみや

まつしげちょう

きたじまちょう

おおつにし

みかさ

まいづるにし まいづるわかさ

あやべ

きょうたんば

たんば くつかけ

きょうとし う じ し じょうようし むこうし

おおうら しんまいづる みかさ

よ ほ ろ なかまいづる めいりん

なかすじいけうち ゆらがわ

きょうとし きょうとしひがしやま

う じ し い せ だ

たかの ふくい

よしわら おかだ

じょうようし

むこうし

てらだみなみ

かつやま

こうべし あまがさきし にしのみやし あわじし

まいづるひがし まいづるわかさ よかわ

ちゅうごく こうべし こうべさんだ ろっこうきた あまがさきし

にしのみやし たからづか あわじし こうべさんだ ろっこうきた

こうべきた さんよう こうべにし こ う べ あ わ じ な る と あ わ じ

まつしげちょうなるとし きたじまちょう

まいづるひがし まいづるわかさ よかわ ちゅうごく

こうべさんだ ろっこうきた こうべきた さんよう

こうべにし こ う べ あ わ じ な る と なるときた

さんだんいけ

おさだの

たんば

くら はしだいに

こまつ

たけや



綾部市におけるUPZから避難先施設までの主な経路
あや べ し 

三段池公園

PAZ

UPZ

【広域避難先(府外避難)】
兵庫県

〈奥上林〉

佐用町（上月体育館、他1か所）

〈中上林〉

太子町（町民体育館、他5か所）

〈口上林、東八田〉

たつの市（御津体育館、他1か所）

〈山家、吉美〉

相生市（市民体育館、他4か所）

〈西八田〉

赤穂市（赤穂市民総合体育館、他1か所）

〈物部、志賀郷〉

宍粟市（一宮南中学校、他7か所）

【広域避難先（府内避難）】
亀岡市

＜奥上林、中上林、口上林、山家、東八田、

吉美、物部＞

亀岡市（東別院町ふれあいセンター、他
33か所）

【広域避難先（府内避難）】

福知山市

＜奥上林、中上林、口上林、山家、東八田、

西八田、吉美、物部、志賀郷＞

福知山市（三段池公園総合体育館、他19
か所）

【主な府外避難経路（佐用町）】

府道1号→国道27号→府道74号→綾部IC →
舞鶴若狭自動車道→吉川JCT →中国自動車
道→佐用IC →国道373号→国道179号

さようちょう

たいしちょう

あいおいし

あこうし

しそうし 【凡例】
京都府が準備する避難
退域時検査場所候補地

【主な避難経路①】
府道490号→府道9号→府道55号

おくかんばやし なかかんばやし くちかんばやし や ま  が ひがし  や     た

にし や た き み ものべ しがさと

おくかんばやし なかかんばやし くちかんばやし やまが ひがしやた

き み ものべ

綾部市中央公民館

【主な避難経路②】

府道1号→国道27号→京丹波わちIC→京都
縦貫自動車道→京丹波みずほIC→国道173
号→国道9号→丹波ＩＣ→京都縦貫自動車道
→亀岡IC

 地域毎にあらかじめ避難経路を設定。自然災害等により避難経路が使用できない場合は、他の
ルートを活用し避難を実施。
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綾部市

丹波自然運動公園

さんだんいけ

たんば

ふくちやまし

あやべし

ふくちやまし さんだんいけ

あやべし

おくかんばやし

こうづき

なかかんばやし

くちかんばやし ひがしやた

みつ

やまが きみ

にしやた

あこうし

ものべ しかさと

いちのみや

たんば

きょうたんば きょうと

きょうたんば

きょうと

かめおか

ひがしべついんちょう

かめおかし

かめおかし

まいづるわかさ よかわ

あやべ

さよう

ちゅうごく

さようちょう



南丹市におけるUPZから避難先施設までの主な経路
なん  たん し 

PAZ UPZ

【広域避難先（市内避難）】

南丹市内

＜福居、盛郷、豊郷、鶴ヶ岡、高野、知井、平屋、大野、
宮島＞

（園部北部コミュニティセンター、他12か所)

【主な府外避難経路（洲本市）】

国道162号→府道12号→国道27号→国道9号→国道173号→国道372
号→県道306号→丹南篠山口IC →舞鶴若狭自動車道→吉川JCT →
中国自動車道→神戸三田IC →六甲北有料道路→神戸北IC →山陽
自動車道→三木JCT → 山陽自動車道→神戸西IC →神戸淡路鳴門
自動車道→洲本IC

【広域避難先（府外避難）】
兵庫県

＜福居、盛郷、豊郷、鶴ヶ岡、高野、知井、平屋（内久保、

大内、荒倉、野添、安掛）＞

 洲本市（洲本市文化体育館 他8か所)

＜平屋（深見、長尾、又林、上平屋、下平屋）、大野、宮島＞

 南あわじ市（阿那賀地区公民館、他8か所）

丹波自然運動公園

【凡例】
京都府が準備する避難
退域時検査場所候補地

【主な避難経路】
国道162号→府道12号→国道27号→国道9号

あがけ

ち いとよさともりさと

す もと し

またばやし

のぞえ

あ な が

そのべ

南丹市
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 地域毎にあらかじめ避難経路を設定。自然災害等により避難経路が使用できない場合は、他の
ルートを活用し避難を実施。

たんば

すもとし

たんなんささやまぐち まいづるわかさ よかわ

ちゅうごく こうべさんだ ろっこうきた こうべきた さんよう

みき さんよう こうべにし こ う べ あ わ じ な る と

すもと

ふくい つるがしま たかの ひらや うちくぼ

おおうち あらくら

す もと し

ひらや ふかみ ながお かみひらや しもひらや おおの みやじま

みなみ

もりさとふくい とよさと つるがしま ち いたかの ひらや おおの

みやじま



京丹波町におけるUPZから避難先施設までの主な経路
きょう たん ば ちょう

丹波自然運動公園

UPZ

PAZ

【広域避難先（府外避難）】

兵庫県

〈中山、升谷、市場、大倉、篠原、大迫、長瀬、塩谷、

上乙見、下乙見、西河内、下粟野、細谷、上粟野、

仏主、本庄、坂原、中、角、広瀬、才原、大簾、広野、

出野、稲次、安栖里、小畑〉

芦屋市（県立芦屋高等学校、他18か所)
【主な府外避難経路】

府道59号→国道27号→丹波IC →京都縦貫自動車道→大山崎

JCT →名神高速道路→吹田JCT →西宮IC →国道43号

あし や し

【凡例】

京都府が準備する避難
退域時検査場所候補地

 地域毎にあらかじめ避難経路を設定。自然災害等により避難経路が使用できない場合は、他の
ルートを活用し避難を実施。

【広域避難先（町内避難）】

京丹波町内
＜中山、升谷、市場、大倉、篠原、大迫、長瀬、塩谷、

上乙見、下乙見、西河内、下粟野、細谷、上粟野、

仏主、本庄、坂原、中、角、広瀬、才原、大簾、広野、

出野、稲次、安栖里、小畑＞

（下山小学校体育館、他16か所）

あ せ り

ますたに しのはら おおさこ

かみおとみ しも おと み にしかわうち しも あわ の ほそたに かみあわの

ほど す さかばら さいばら

いなつぎ

おおみす

おばた

【主な避難経路】
府道51号→府道12号→国道27号→国道9号

京丹波町
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たんば

なかやま いちば おおくら ながせ

ほんじょう なか かど ひろせ ひろの

いでの

しもやま

しおたに

あ せ り

ますたに しのはら おおさこ

かみおとみ しも おと み にしかわうち しも あわ の ほそたに かみあわの

ほど す さかばら さいばら

いなつぎ

おおみす

おばた

なかやま いちば おおくら ながせ

ほんじょう なか かど ひろせ ひろの

いでの

しおたに

たんば きょうと おおやまさき

めいしん すいた にしのみや

きょうたんばちょう



福知山市におけるUPZから避難先施設までの主な経路
ふく ち やま し 

UPZ

PAZ【広域避難先（市内避難）】

福知山市内

＜二箇下、高津江、市原、二箇上、三河＞

（福知山市武道館、他1か所)

【主な府外避難経路】

府道55号→国道175号→国道9号→国道312号

→和田山IC →播但連絡有料道路→山陽姫路東IC 

→山陽自動車道→龍野西IC →県道93号→県道5号

【広域避難先（府外避難）】
兵庫県

〈二箇下、高津江、市原、二箇上、三河〉

上郡町（上郡町スポーツセンター)

三段池公園

【凡例】
京都府が準備する避難
退域時検査場所候補地

に か かみに か しも そう ごいちわら

福知山市

 地域毎にあらかじめ避難経路を設定。自然災害等により避難経路が使用できない場合は、他の
ルートを活用し避難を実施。

【主な避難経路】
国道175号又は府道55号

104

たかつえ

ふくちやまし

ふくちやまし

に か かみに か しも そう ごいちわらたかつえ

かみごおりちょう かみごおりちょう

わだやま ばんたん さんようひめじひがし

さんよう たつのにし

さんだんいけ



宮津市におけるUPZから避難先施設までの主な経路
みや  づ し 

野田川わーくぱる UPZ

PAZ

【主な避難経路①】
国道178号→府道2号→国道176号

【凡例】
京都府が準備する避難
退域時検査場所候補地

【主な避難経路②】

国道178号→宮津天橋立ＩＣ→宮津与謝道路

→綾部ＪＣＴ→舞鶴若狭自動車道→福知山ＩＣ

→国道9号→丹波ＩＣ→京都縦貫自動車道

→大山崎ＪＣＴ→京滋バイパス→久御山ＪＣＴ

→京都南道路→八幡東ＩＣ→府道22号

→京奈和自動車道→山田川ＩＣ→国道163号

三段池公園

宮津市

 地域毎にあらかじめ避難経路を設定。自然災害等により避難経路が使用できない場合は、他の
ルートを活用し避難を実施。
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【主な府外避難経路 （明石市）】

国道176号→国道175号→福知山ＩＣ→舞鶴若狭自動車道→吉川JCT→中国自動車道→神戸三田IC→六甲北有料道路→ 神戸北IC

→山陽自動車道→神戸西IC→神戸淡路鳴門自動車道→ 布施畑JCT→阪神7号北神戸線→ 玉津IC→第二神明→国道175号

さんだんいけ

みやづよざみやづあまのはしだて

あやべ

のだがわ
UPZ

まいづるわかさ ふくちやま

たんば きょうと

おおやまざき けいじ くみやま

きょうとみなみ やわたひがし

けいなわ やまだがわ

あかしし

ふくちやま まいづるわかさ よかわ ちゅうごく こうべさんだ ろっこうきた こうべきた

さんよう こうべにし こうべあわじなると ふせはた きたこうべ たまづ だいにしんめい

【広域避難先（府内避難）】

木津川市、京田辺市、八幡市、長岡京市

〈宮津中部、宮津西部、栗田〉

木津川市（高の原小学校、他31か所）

〈宮津東部、上宮津〉

八幡市（ふるさと学習館・福祉会館・市民

協働活動センター、他14か所）

〈宮津城南部、宮津城東部、由良〉

京田辺市（中央体育館、他23か所）

〈吉津、府中、日置、世屋、養老、日ヶ谷〉

長岡京市（乙訓高等学校、他20か所） 

きづがわし きょうたなべし やわたし ながおかきょうし

みやづちゅうぶ みやづせいぶ

きづがわし

みやづとうぶ かみみやづ

やわたし

くんだ

みやづじょうなんぶ みやづじょうとうぶ

きょうたなべし

よしづ ふちゅう ひき せや ようろう ひがたに

ながおかきょうし おとくに

ゆら

たかのはら

【広域避難先（府内避難）】

福知山市、京丹後市、与謝野町

〈宮津中部、宮津西部、宮津東部〉

福知山市（六人部地域公民館、他18か所）

〈宮津城南部、宮津城東部、吉津、府中、

日置、世屋、養老、日ヶ谷〉

京丹後市（旧竹野小学校、他18か所

〈上宮津、栗田、由良〉

与謝野町（江陽中学校、他11か所)

ふくちやまし きょうたんごしし よさのちょう

みやづちゅうぶ みやづせいぶ みやづとうぶ

ふくちやまし

みやづじょうなんぶ みやづじょうとうぶ ふちゅうよしづ

ひき せや ようろう ひがたに

きょうたんごし

かみみやづ くんだ ゆら

よさのちょう

むとべ

たかの

こうよう

【広域避難先（府外避難）】

兵庫県

〈宮津東部、宮津城南部、宮津城東部〉

明石市（二見小学校、他35か所）

〈宮津中部、宮津西部、上宮津、栗田、由良、吉津、府中〉

加古川市（西神吉小学校、他14か所）

〈日置、世屋、養老、日ヶ谷〉

高砂市（米田西小学校、他13か所）

みやづじょうなんぶ みやづじょうとうぶみやづとうぶ

あかしし

みやづちゅうぶ くんだ ゆら ふちゅうかみみやづみやづせいぶ よしづ

かこがわし

ひき せや ようろう ひがたに

たかさごし

ふたみ

にしかんき

よねだにし
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